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Eパターン
本文=14.5Q　字間＝0.5H 行間＝8.32 H □段落=18w×37l（段間=13mm）

□地柱12Q 　文字アミ80%
天＝25mm　　地＝23mm　　
ノド＝18mm　　小口＝16mm　

  受益者と受託者の合意が
一般的だが……

信託契約書において、信託内容の変更
条項が盛り込まれているケースは多いで
す。この場合、「受益者は、受託者との
合意により、本件信託の内容を変更する
ことができる。」という条項が一般的で
す。信託法の条文においても、第 149 条
で、「信託の変更は、委託者、受託者及
び受益者の合意によってすることができ
る。」となっており、委託者と受託者の
契約によりスタートした信託は、両者の
合意がなければ変更できないという定め
は合理的であると考えます。
ただし、このような定めを置いた場合、

もし将来受益者において認知症や大病、
事故等により判断能力の著しい低下・喪
失が見られたときは、信託内容の変更は
できなくなることに十分注意すべきで
す。
前述の信託法 149 条においても、実は、

第２項や第３項において、信託の目的に
反しないことが明らかである軽微な変更
については、受託者や受益者の単独の意
思表示でできることが規定されていま

す。つまり、信託契約書において、信託
内容の変更条項をあえて置かなければ、
信託法 149 条の規定に従い、重要な部分
の内容変更は原則どおり受益者と受託者
の合意を原則としながらも、軽微な変更
は受託者や受益者が単独でできることに
なります。
したがって、一般的に使用されている

「受益者は、受託者との合意により、本
件信託の内容を変更することができ
る。」という条項を盛り込むことにより、
信託法 149 条４項の「別段の定め」を置
いたという解釈になり、信託法上軽微な
変更については受託者等が単独でできる
ことが容認されているのにもかかわら
ず、あえて契約において変更要件を厳し
くしてしまうという側面があります。

  信託内容の変更ができな
くなるリスクに備える

何十年と継続する設計もあり得る家族
信託においては、現段階で想定もしなか
った事態が起こり得ることを認識しなけ
ればなりません。そこで、受益者にとっ
てメリットのある信託内容の変更をすべ
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きときに、受益者の判断能力の問題で変
更ができなくなるリスクをきちんと認識
したうえで、どのような契約条項を置く
べきかを検討すべきです。
信託内容の変更ができなくなるリスク

と信託法 149 条２項２号の趣旨も踏ま
え、例えば、受益者と受託者の合意によ
る変更を原則としつつも、「受託者が本
件信託の目的に反しないことおよび受益
者の利益に適合することが明らかである
と判断したときは、受託者は単独で本件
信託の内容を変更することができる。」
という条項を置くことも良策となり得る
でしょう。

  受託者単独で変更できる
条項のニーズ

信託の目的に反しないことおよび受益
者の利益に適合することが明らかである
場合の典型的なケースとしては、信託内
融資を受ける（受託者が信託財産の維
持・形成のために、信託財産責任負担債
務として金融機関等から借入れをする）
場合が考えられます。信託内融資に対応
できる金融機関はそれほど多くはありま
せんが、対応できる金融機関において
は、それぞれの融資基準があり、信託契
約書に当該金融機関が定める審査基準に
則った条項が入っていることが求められ
ることが多々あります。
この場合、信託契約公正証書作成前で

あれば、事前に融資予定の金融機関で信
託契約書のリーガルチェックを受け、あ
らかじめ融資審査に通るような条項を盛
り込むことができるので何ら支障は出ま
せん。しかし、既に信託契約公正証書を

作成してしまった後に、当初想定してい
た金融機関と違うところから融資を受け
ることになった場合や、信託契約時には
想定していなかった借入れを急遽すべき
ことになった場合には、融資金融機関の
要請に応じて契約書の条項を追加・削
除・修正する必要が出てきます。
金融機関から融資を受ける場合には、

信託契約書を公正証書で作成しているこ
とは当然に必須ですが、条項の追加・削
除・修正等に伴う信託内容の変更契約も
公正証書で作成することが求められるケ
ースが多いです。この際に改めて高齢の
受益者の協力を得て公正証書を作成する
ことの手間と負担をかけないように、あ
るいは受益者の判断能力喪失後でも信託
内融資が可能となるように、受託者単独
での変更権限を付与しておくことは実務
的には大きな意味を持ってきます。

  受託者単独で変更できる
条項のリスク

不測の事態に臨機応変に対応すべく、
受託者単独の意思表示で軽微な変更を認
める場合でも、信託の目的（委託者の想
い・希望）に本当に即しているのかどう
か、受益者の利益に本当に適合している
か、の判断が微妙なケースもあるかもし
れません。したがって、受託者単独でな
んでも変更できるような条項を置くこと
には、注意しなければなりません。
特に、受益者を定める条項（受益者連

続型における後継受益者の定めを含む）
や信託の終了事由、信託終了時の残余財
産の帰属先指定を定めた条項などは、信
託設計の根幹部分であり、また委託者（受
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益者）が想い描く財産承継の道筋を示す
部分（遺言代用機能の部分）でもありま
すので、これらの条項まで受託者単独に
よる変更を認めることはすべきではない
と考えます。
受託者単独で信託内容を変更できるこ

とに少なからず不安を覚える親世代や家
族がいる場合、一定の抑止効果として、
信託内容の変更に信託監督人の同意を要
する旨を盛り込むこともあります。例え
ば、受益者の認知症リスクを踏まえ、あ
えて変更権者から受益者を外し、「受託
者は、信託監督人との合意により、本件
信託の内容を変更することができる。」
という条項を置く選択肢もあるでしょ
う。
また、受託者と受益者の合意を原則と

した場合でも、当該信託に「受益者代理
人」を置く場合、受益者代理人が就任し
ている間は、受益者本人に代わって受益
者代理人が権利行使することが可能とな
ります。つまり、「受託者と受益者の合
意で変更できる」という条項は、「受託
者と受益者代理人の合意で変更できる」
と読み替えることができますので、実質
的に受益者の判断能力の低下で信託内容
が変更できないリスクを回避することが
できます。

以上をまとめると、受託者と受益者の
合意がなければ信託内容の変更はできな
いということを大原則としながらも、長
期にわたる財産管理の過程で、不測の事
態にも耐え得るように、軽微な変更は受
託者単独でできるような規定を置くこ
と、あるいは信託監督人を置くケースで
は、受託者と信託監督人の合意で変更で

きるようにしておくことも検討すべきと
いえます。ただし、受益者代理人を置く
場合は、受益者代理人は受益者本人と同
等の権利行使が可能なので、大原則であ
る受託者と受益者の合意で変更できる旨
があれば、契約内容が変更できなくなる
リスクは回避できる、という結論になり
ます。

最後に補足ですが、信託法 149 条２項
２号に基づけば、受託者が単独の意思表
示で信託内容の変更をしたときは、原則
として受益者（兼委託者）に対し、「遅
滞なく、変更後の信託行為の内容を通知
しなければならない」とされています。
したがって、受託者が単独で信託内容の
変更をしたときは、受益者や受益者代理
人、信託監督人等に対する通知や説明は
当然すべきであると考えます。しかし、
将来的に判断能力の低下した受益者に対
し通知や説明を尽くすことの負担や意義
の有無を考えると、同条４項に基づく別
段の定めを置くことにより、受益者代理
人や信託監督人を置く場合は、受託者に
よる受益者への通知義務を免除すること
も良策となるかもしれません。
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宮田総合法務事務所代表。一般社団法人家族信託普及協会
代表理事。
後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・
後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親な
き後問題」について全国からの相談が後を絶たない。
特に家族信託のコンサルティングでは先駆的な存在で、日
本屈指の相談・組成実績を持ち、全国でのセミナー講師も
多数。著書に『相続・認知症で困らない家族信託まるわか
り読本』（近代セールス社）、『図解２時間でわかる！はじ
めての家族信託』（クロスメディア・パブリッシング）が
ある。
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（関係当事者の合意等）
第149条　信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。
この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に
定めるものによりすることができる。この場合において、受託者は、第１号に掲げる
ときは委託者に対し、第２号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変
更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
　一　信託の目的に反しないことが明らかであるとき　受託者及び受益者の合意
　二�　信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき　
受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示

３　前二項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号
に定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。この場合にお
いて、第２号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行
為の内容を通知しなければならない。
　一　受託者の利益を害しないことが明らかであるとき　委託者及び受益者
　二�　信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき　
受益者

４　前三項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるとこ
ろによる。
５　委託者が現に存しない場合においては、第１項及び第３項第１号の規定は適用せず、
第２項中「第１号に掲げるときは委託者に対し、第２号に掲げるときは委託者及び受
益者に対し」とあるのは、「第２号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

■　信託法
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